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厚生労働省は現在、さらなる社会保険の適用拡大を検討しています。12月までに年金制度の改革案のとり

まとめを行い、2025年の通常国会で法案が提出される見通しです。 
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現
在
、
厚
生
労
働
省
で
は
５
年
に
１
回
の
２

０
２
５
年
年
金
制
度
改
革
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
見
直
し
項

目
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
厚

生
年
金
に
加
入
で
き
る
雇
用
者
を
増
や
す
社
会

保
険
の
適
用
拡
大
で
す
。
厚
生
労
働
省
は
段
階

的
に
適
用
拡
大
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
な
お
加
入
で
き
な
い
人
が
多
く
い
ま
す
。 

そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
２
つ
あ
り
、
一
つ
が

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
短
時
間

労
働
者
の
人
た
ち
、
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
個
人

事
業
所
で
働
く
人
た
ち
で
す
。 

ま
ず
、
短
時
間
で
働
く
人
た
ち
が
社
会
保
険

に
入
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
①
従
業
員
が
１

０
０
人
超
、
②
労
働
時
間
が
週
20
時
間
以
上
、

③
月
額
賃
金
８
万
８
，
０
０
０
円
以
上
（
年
収
約

１
０
６
万
円
）
、
④
雇
用
期
間
は
２
か
月
を
超
え

る
見
込
み
、
⑤
学
生
で
な
い
こ
と
、
以
上
の
５
つ

の
要
件
を
全
て
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た

（
図
表
１
）
。
そ
の
う
ち
、
①
の
企
業
規
模
要
件

に
つ
い
て
、
２
０
２
４
年
10
月
か
ら
51
人
以
上

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た

に
約
20
万
人
の
労
働
者
が
社
会
保
険
に
加
入

す
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ

で
も
、
６
０
０
万
人
以
上
が
適
用
対
象
外
と
な

っ
て
お
り
、
社
会
保
険
に
入
り
た
く
て
も
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
が
多
く
い
る
の
が
現
状
で

す
。
企
業
規
模
に
よ
っ
て
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
は
不
合
理
で
あ
り
、
要
件
の
撤
廃
な
ど
、

さ
ら
な
る
制
度
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

  

                    

個
人
事
業
所
で
働
く
人
た
ち
に
お
い
て
も
、

社
会
保
険
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
３
０

０
万
人
以
上
い
ま
す
。
現
状
、
個
人
事
業
所
で
働

く
人
た
ち
は
、
製
造
業
、
運
送
業
、
物
販
販
売
業

な
ど
の
17
業
種
が
加
入
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
、
弁
護
士
や
公
認
会
計
士
な
ど
が
２

０
２
２
年
か
ら
新
た
に
加
入
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
（
図
表
２
）
。
し
か
し
、
農
林
漁
業
や

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
警
備
業
な
ど
一
部
の
業
種

は
非
適
用
の
ま
ま
で
す
。
さ
ら
に
は
、
17
業
種

で
あ
っ
て
も
従
業
員
が
５
人
未
満
の
場
合
は
非

適
用
で
す
。
厚
生
労
働
省
は
、
こ
れ
ま
で
非
適
用

で
あ
っ
た
業
種
制
限
を
撤
廃
し
、
常
時
５
人
以

上
が
勤
め
る
個
人
事
業
所
も
完
全
適
用
す
る
こ

と
で
、
さ
ら
に
約
20
万
人
の
労
働
者
が
社
会
保

険
の
対
象
に
な
る
と
推
計
し
て
い
ま
す
。 

注
：
非
適
用
の
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、
従
業
員
の
半
数
以
上
が
社
会

保
険
の
適
用
事
業
所
と
な
る
こ
と
に
同
意
し
、
事
業
主
が
申
請

し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
任
意
特

定
適
用
事
業
所
に
な
る
こ
と
は
可
能
で
す
。 

                    

雇
用
形
態
や
企
業
規
模
の
違
い
に
よ
り
社
会

保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
働
く
者
に
と
っ

て
不
合
理
な
状
況
で
す
。
厚
生
労
働
省
で
は
、

12
月
に
２
０
２
５
年
の
年
金
制
度
改
革
に
向

け
た
と
り
ま
と
め
を
行
い
、
来
年
の
通
常
国
会

で
法
案
を
提
出
す
る
予
定
で
す
。
電
機
連
合
は

引
き
続
き
そ
の
議
論
動
向
を
注
視
す
る
と
と
も

に
、
働
き
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
中
立
的
な

制
度
と
な
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
社
会
保
険
の
適

用
拡
大
を
求
め
て
い
き
ま
す
。 

常時５人以上のものを

使用する事業所
５人未満の事業所

業種
個人事業主

法定１７業種

例：製造業、

運送業、

物販販売業など
〇

上記以外の業種

（非適用業種）

例：農林漁業、宿泊業、

飲食サービス業、

警備業など

×
×

※強制適用事業所

※任意特定適用事業所

※任意特定適用事業所

■図表２ 個人事業所の社会保険適用状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省の資料をもとに電機連合作成 

社会保険の適用拡大を検討 

働き方などに中立的な制度の見直しを 

■図表１ 短時間労働者の段階的な適用拡大の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省の資料をもとに電機連合作成 


